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広報伊丹■２０２０（令和２）年１月１５日 第１４１３号（４）

１月２８日から神津交流センターなど
で、市・県民税申告の出張受け付けを行
います。また、２月１７日～３月１６日、産
業・情報センターで令和元年分所得税お
よび復興特別所得税などの確定申告相談
を受け付けます。今年から各会場（きら
らホールを除く）の受付時間を短縮し、
市・県民税については土・日曜、祝・休
日の対応は行いません。

令和２年度
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早めの税申告を

表１．市・県民税申告の出張受け付け

市市・・県県民民税税

１１月月２２８８日日かからら出出張張受受けけ付付けけ

令
和
２
年
度
市
・
県
民
税
申
告
の

出
張
受
け
付
け
を
表
１
の
通
り
行
い

ま
す
。
ま
た
、
市
役
所
２
階
の
市
民

税
課
で
も
受
け
付
け
を
行
い
ま
す

が
、
２
月
１７
日
〜
３
月
１６
日
は
混
雑

緩
和
の
た
め
産
業
・
情
報
セ
ン
タ
ー

で
手
続
き
を
。

所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
人
は

市
・
県
民
税
の
申
告
を
す
る
必
要
が

あ
り
ま
せ
ん
（
次
記
事
の
②
と
確
定

申
告
と
は
異
な
る
課
税
方
式
を
選
択

す
る
場
合
を
除
く
）。

◎
市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
人

①
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
在
住

し
▽
前
年
中
に
所
得
が
あ
っ
た
▽
勤

務
先
か
ら
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出

が
な
い
▽
給
与
所
得
以
外
に
年
金
、

恩
給
が
あ
る
▽
年
金
、
恩
給
を
受

け
、
社
会
保
険
料
や
生
命
保
険
料
な

ど
の
控
除
を
受
け
る
②
市
内
に
事
業

所
ま
た
は
家
屋
敷
が
あ
り
、
市
外
に

住
所
が
あ
る
―
―
人
な
ど
。

◎
申
告
に
必
要
な
も
の

▽
個
人
番
号
カ
ー
ド
か
通
知
カ
ー

ド
、
本
人
確
認
書
類
、
印
鑑
（
認
め

印
可
）
、
所
得
の
証
明
と
な
る
も
の

（
令
和
元
年
中
の
源
泉
徴
収
票
や
給

与
支
給
明
細
書
な
ど
）
▽
社
会
保
険

料
控
除
（
国
民
健
康
保
険
・
国
民
年

金
・
介
護
保
険
の
支
払
っ
た
額
な

ど
）
▽
生
命
保
険
料
控
除
▽
医
療
費

控
除
▽
地
震
保
険
料
控
除
▽
平
成
１８

年
１２
月
３１
日
ま
で
に
締
結
し
た
旧
長

期
損
害
保
険
料
控
除
な
ど
が
あ
る
場

合
は
そ
の
領
収
書
か
証
明
書
。

◎
申
告
会
場
に
行
け
な
い
人
は
郵
送

で
申
告
会
場
に
行
け
な
い
人
は
、
郵

送
で
も
申
告
で
き
ま
す
。
申
告
書
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
個
人
番
号
カ

ー
ド
か
通
知
カ
ー
ド
の
写
し
、
本
人

確
認
書
類
の
写
し
、
必
要
書
類
を
添

え
て
３
月
１６
日
ま
で
に
郵
送
（
必
着
）

で
〒
６６４
・
８
５
０
３
伊
丹
市
役
所
市

民
税
課
へ
。＊

＊

問
市
市
民
税
課
!

７８４
・
８
０
２

２
。

表２．所得税および復興特別所得税、消費税（個人）、贈与税の申告の相談・受け付け

所所得得税税なな
どど

２２月月１１７７日日かからら受受けけ付付けけ

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得

税
、
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税（
個

人
事
業
者
）
・
贈
与
税
の
申
告
の
相

談
・
受
け
付
け
を
表
２
の
通
り
行
い

ま
す
。

期
間
中
、
伊
丹
税
務
署
で
は
作
成

済
み
の
申
告
書
の
受
け
付
け
、
税
金

の
領
収
、
用
紙
の
交
付
、
納
税
証
明

書
の
発
行
を
行
い
ま
す
。
申
告
の
相

談
を
希
望
す
る
人
は
直
接
、
産
業
・

情
報
セ
ン
タ
ー
へ
。

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税

◆
対
象
者

給
与
所
得
者
で
▽
令
和
元
年
中
の

収
入
が
２
千
万
円
を
超
え
る
▽
給
与

所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
２０
万
円
を

超
え
る
▽
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得

が
あ
る
▽
土
地
や
建
物
を
売
っ
た

―
―
人
な
ど
。

◆
公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い
る

人
令
和
元
年
中
の
公
的
年
金
な
ど
の

収
入
金
額
の
合
計
額
が
４００
万
円
以
下

で
、
公
的
年
金
な
ど
に
係
る
雑
所
得

以
外
の
所
得
金
額
が
２０
万
円
以
下
の

人
は
、
所
得
税
の
確
定
申
告
（
提
出

・
納
税
）
が
不
要
で
す
。

な
お
、
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る

場
合
、
株
式
な
ど
の
損
失
を
翌
年
に

繰
り
越
す
場
合
は
、
確
定
申
告
を
し

て
く
だ
さ
い
。

◆
確
定
申
告
が
不
要
で
も
市
・
県
民

税
の
申
告
が
必
要
な
場
合
あ
り

確
定
申
告
を
し
て
い
な
い
場
合

は
、
市
役
所
に
届
い
て
い
る
年
金
資

料
な
ど
で
課
税
が
決
定
さ
れ
ま
す
。

社
会
保
険
料
や
医
療
費
な
ど
控
除
に

加
え
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
確
定
申
告

が
不
要
で
も
市
・
県
民
税
の
申
告
を

す
る
こ
と
で
、
市
・
県
民
税
が
減
額

に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
市
市
民
税
課
!

７８４
・
８
０
２
２

へ
。

◆
確
定
申
告
で
所
得
税
が
還
付
さ
れ

る
人給

与
所
得
者
で
主
に
次
の
よ
う
な

場
合
は
、
確
定
申
告
の
必
要
が
な
い

人
で
も
、
申
告
に
よ
り
所
得
税
が
還

付
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
雑
損
控
除
*
災
害
や
盗
難
、
横

領
に
よ
り
住
宅
や
家
財
な
ど
の
資
産

に
受
け
た
損
害
な
ど
▽
医
療
費
控
除

*
病
気
や
け
が
な
ど
で
支
払
っ
た
多

額
の
医
療
費
▽
寄
附
金
控
除
*
公
益

法
人
な
ど
に
対
す
る
寄
附
▽
住
宅
借

入
金
等
特
別
控
除
*
家
屋
を
住
宅
借

入
金
な
ど
で
新
築
や
購
入
、
増
改
築

な
ど
を
し
た
費
用
。

そ
れ
ぞ
れ
の
控
除
の
適
用
を
受
け

る
た
め
の
要
件
や
必
要
な
添
付
書
類

な
ど
を
事
前
に
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。
還
付
金
の
受
け
取
り
は
口
座
振

込
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
源
泉
徴
収
票
な
ど
の
添
付
は
不
要

令
和
元
年
分
の
確
定
申
告
で
は
、

次
の
書
類
な
ど
の
添
付
が
不
要
で

す
。▽

給
与
所
得
、
退
職
所
得
及
び
公

的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
▽
配
当
等

と
み
な
す
金
額
に
関
す
る
支
払
通
知

書
▽
上
場
株
式
配
当
等
の
支
払
通
知

書
▽
特
定
口
座
年
間
取
引
報
告
書
▽

オ
ー
プ
ン
型
証
券
投
資
信
託
の
収
益

の
分
配
の
支
払
通
知
書
。

た
だ
し
、
確
定
申
告
書
に
源
泉
徴

収
票
な
ど
の
内
容
を
記
載
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
確
定
申
告
書
第
二
表

な
ど
に
必
ず
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

産
業
・
情
報
セ
ン
タ
ー
で
確
定
申

告
書
を
作
成
す
る
人
は
、
源
泉
徴
収

票
な
ど
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

【
申
告
納
付
期
限
と
振
替
納
税
の

利
用
】
確
定
申
告
な
ど
所
得
税
の
申

告
納
付
期
限
は
３
月
１６
日
で
す
。
申

告
書
の
提
出
後
に
別
途
、
納
付
書
の

送
付
や
納
税
通
知
書
に
よ
る
お
知
ら

せ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
納
付
に
は
便
利

な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び

地
方
消
費
税

対
象
は
次
の
通
り
。

▽
平
成
２９
年
分
の
課
税
売
上
高

（
売
り
上
げ
や
収
入
）
が
１
千
万
円

を
超
え
る
▽
２９
年
分
の
課
税
売
上
高

が
１
千
万
円
以
下
で
３０
年
１２
月
末
ま

で
に
「
消
費
税
課
税
事
業
者
選
択
届

出
書
」
を
提
出
し
て
い
る
―
―
個
人

事
業
者
。

★
消
費
税
確
定
申
告
書
の
作
成
に
は

▽
「
区
分
経
理
」
を
し
た
帳
簿
の

保
存
*
仕
入
れ
や
経
費
に
軽
減
税
率

（
８
％
）
対
象
品
目
が
あ
る
場
合
、

仕
入
れ
や
税
率
ご
と
に
区
分
し
て
帳

簿
に
記
載
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

仕
入
税
額
控
除
の
適
用
を
受
け
る
た

め
に
は
、
「
区
分
経
理
」
を
し
た
帳

簿
の
保
存
を
▽
「
課
税
取
引
金
額
計

算
表
」
の
作
成
*
決
算
書
類
（
青
色

申
告
決
算
書
等
）
に
記
載
の
決
算
額

は
税
率
ご
と
の
区
分
が
な
い
た
め
、

決
算
書
類
か
ら
は
消
費
税
の
申
告
書

の
作
成
が
で
き
ま
せ
ん
。
「
課
税
取

引
金
額
計
算
表
（
事
業
所
得
用
）
」

な
ど
の
様
式
を
用
い
て
整
理
を
。

★
申
告
・
納
付
期
限
と
振
替
納
税
の

利
用消

費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の
申

告
と
納
付
期
限
は
３
月
３１
日
で
す
。

納
付
に
は
便
利
な
口
座
振
替
を
利
用

し
て
く
だ
さ
い
。

★
贈
与
税

対
象
は
次
の
通
り
。

▽
令
和
元
年
中
に
個
人
か
ら
１１０
万

円
を
超
え
る
財
産
の
贈
与
を
受
け
た

▽
元
年
中
に
個
人
か
ら
財
産
を
受

け
、
相
続
時
精
算
課
税
を
適
用
す
る

―
―
人
。

＊

＊

問
伊
丹
税
務
署
!

７７９
・
６
１
２

１
。

高
齢
者
の
障
害
者
控
除

該
当
者
は
認
定
申
請
を

６５
歳
以
上
で
介
護
認
定
（
要
支

援
１
・
２
、
要
介
護
１
〜
５
）
を

受
け
て
い
る
人
（
昨
年
１２
月
３１
日

現
在
）
は
、
障
害
者
手
帳
の
交
付

を
受
け
て
い
な
く
て
も
申
請
に
よ

り
「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

の
交
付
で
、
障
害
者
控
除
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

対
象
高
齢
者
が
税
制
上
の
控
除

対
象
配
偶
者
や
扶
養
親
族
に
該
当

す
る
場
合
で
も
対
象
と
な
り
ま

す
。
認
定
書
の
必
要
な
人
は
印
鑑
、

介
護
保
険
証
、
窓
口
に
来
る
人
の

公
的
身
分
証
明
書
を
持
っ
て
直

接
、
市
役
所
１
階
の
地
域
・
高
年

福
祉
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
介
護
保
険
の
認
定
申

請
に
際
し
、
介
護
予
防
・
生
活
支

援
サ
ー
ビ
ス
の「
事
業
対
象
者
」
と

判
定
さ
れ
た
人
は
、
障
害
者
控
除

対
象
者
認
定
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

問
市
地
域
・
高
年
福
祉
課
!

７８４

・
８
０
９
９
。

お
む
つ
費
用
の
医
療
費
控
除

証
明
書
が
必
要

確
定
申
告
で
お
む
つ
費
用
の
医

療
費
控
除
を
受
け
る
場
合
、
寝
た

き
り
の
状
態
で
治
療
上
お
む
つ
の

使
用
が
必
要
な
人
に
つ
い
て
は
、

医
師
が
発
行
す
る
「
お
む
つ
使
用

証
明
書
」
が
必
要
で
す
。

介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受

け
て
い
る
人
で
同
控
除
を
申
告
す

る
場
合
、
２
年
目
以
降
の
確
定
申

告
で
は
、
要
介
護
認
定
時
の
主
治

医
意
見
書
の
記
載
に
よ
り
▽
寝
た

き
り
状
態
に
あ
る
▽
尿
失
禁
発
生

の
可
能
性
が
あ
る
―
―
こ
と
が
確

認
で
き
た
場
合
に
限
り
「
お
む
つ

代
の
医
療
費
控
除
に
係
る
確
認
証

明
書
」
を
発
行
し
ま
す
。
市
役
所

１
階
の
介
護
保
険
課
で
申
請
を
。

問
市
介
護
保
険
課
!

７８４
・
８
０

３
７
。

就
学
援
助
な
ど
の
申
請

所
得
が
な
い
人
も
申
告
を

小
・
中
学
校
就
学
援
助
や
特
別

支
援
教
育
就
学
奨
励
費
の
申
請
・

認
定
に
は
、
同
一
世
帯
内
（
乳
幼

児
・
小
・
中
学
生
除
く
）
で
所
得

が
な
い
人
で
も
収
入
の
申
告
を
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
忘
れ

ず
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

問
市
教
委
学
事
課
!

７８４
・
８
０

８
６
。

償
却
資
産
の
申
告

１
月
３１
日
ま
で
に

市
内
に
事
業
用
の
償
却
資
産
を

持
っ
て
い
る
人
は
、
個
人
・
法
人

を
問
わ
ず
毎
年
１
月
１
日
現
在
の

償
却
資
産
の
内
容
を
市
に
申
告
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

申
告
の
内
容
は
償
却
資
産
の
所

在
地
・
種
類
・
数
量
・
取
得
年
月

・
取
得
価
額
・
耐
用
年
数
―
―
な

ど
で
、
資
産
の
増
減
が
な
い
場
合

で
も
申
告
が
必
要
で
す
。

新
た
に
申
告
す
る
場
合
は
、
全

資
産
を
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

期
限
は
１
月
３１
日
ま
で
。
用
紙

は
市
役
所
２
階
の
市
資
産
税
課
で

配
布
し
ま
す
。

問
市
資
産
税
課
!

７８４
・
８
０
２

３
。

新春お年玉企画

答えを発表

本紙１月１日号４面「広報伊
丹プレゼントクイズ」の答えは
▷クイズ１＝（Ｃ）５つ（①百
人一首の女性の表情②中央女児
の髪型③左側男児の襟④ネズミ
の言葉⑤左隅の百人一首の有
無）▷クイズ２＝⑩ペットボト
ル――でした。
たくさんのご応募ありがとう
ございました。当選者には順次
プレゼントを発送します。

市広報課!７８４-８０１０

開設日時

午前９時～午後５時（申告相談

の受け付けは午後４時まで）

２月１７日～３月１６日（土

・日曜、祝日除く。ただ

し２月２４日㉁、３月１日

㈰は開設）

会場

産業・情報センター（６階）

※作成済の申告書の提出

は、４階で受け付け

開設日時

午前９時半～午後１時（※は午

後４時まで。正午～午後１時は

昼休み）

午前９時～午後４時（正午～午

後１時は昼休み）

１月２８日㈫

１月３０日㈭

２月６日㈭

２月７日㈮

２月１３日㈭

２月１７日～３月１６日

（土・日曜、祝・休日除く）

会場

神津交流センター

※きららホール

南センター

野間笠松センター

西センター

産業・情報センター（４階）


